
国民年金・厚生年金保険の 
適用・収納の状況 

平成２４年１０月５日 
日本年金機構 
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Ⅰ．年度計画の目標 

 
 

○国民年金・厚生年金の適用・徴収対策については、年度計画に目標を定め、機構全体及び各年金事務所ごとに行動計画を策定 
 し、平成２４年度以降は従来の目標を上回る取組を進めることとしている。 

≪年度計画の目標≫ 
 （国民年金） 

   平成２４年度以降の目標 従来の目標 

〈最終納付率の伸び幅〉 
○平成２４年度 
  ５．５ポイント（２２⇒２４） 
○平成２５年度 
  ６．５ポイント（２３⇒２５） 

○現年度納付率から４～５ポイント程度の伸び幅確保を目指す。

〈免除の獲得〉 
○前年度所得に基づく免除勧奨対象者等について、次年度夏ま

で少なくとも半数を免除等に結び付ける。 
（なし） 

（厚生年金） 

平成２４年度以降の目標 従来の目標 

〈適用促進〉 
○平成２３年度末時点で把握している未適用事業所に対して、 
 ２４年度以降、次の対策を実施 
 ・すべての未適用事業所に対して、加入指導等を実施 
 ・３年以内に未適用事業所を半減 
   246,165事業所 → 平成26年度末までに半減 

○１８年度の実績水準を回復し、更なる上積みを目指す。 
 〈１８年度・適用対策実績〉 
  ・加入勧奨        １１４，７２８ 
  ・加入指導         １５，４４３ 
  ・適用事業所（対策の結果） １０，８８３ 
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Ⅱ．国民年金 

平成24年度における主な収納対策取組の状況 

項              目 平成23年７月末 平成24年７月末 対前年同月比 備   考 

 第１号被保険者数 18,613,877人        18,256,796人 -357,081人   任意加入被保険者を含む 

 全額免除等割合 18.7%  19.4% 0.８% 
  第1号被保険者数に占める、法定免除、全額免除、 

  学生納付特例及び若年者納付猶予者数の合計の割合 

 現年度納付率 55.2% 54.6% -0.6%  平成24年6月分保険料 

 口座振替実施率 31.5% 30.8% -0.7%   

 最終催告状送付件数 604件 679件 75件   

 督促件数 2,700件 1,883件 -817件   

 差押執行件数 1,389件 2,086件 697件   

 特別催告状送付件数 6,766件 740,604件 733,838件   

 保険料を納付した人数 ― 56,498人 ―   

 免除等を承認した件数 ― 59,357件 ―   

平成24年度の状況（平成24年7月末現在） 

 
○未納者の属性に応じた収納対策の徹底・強化 

 ・ 最終催告状を送付したものすべてが完納に結び付くよう、差押え等の強制徴収の取組を強化。 

 ・ 負担能力がありながら保険料を納付しない長期未納者について、特別催告状（約33万件）を送付して納付督励を強化。 

 ・ 所得が低いなどの事情により保険料免除や学生納付特例の対象となりうる者に、免除制度等の周知や申請の案内を徹底。なお、案内した 

  にもかかわらず、申請手続を行わずに未納状態となっている者については、特別催告状（約41万件）を送付して免除勧奨を強化。 

○市場化テスト事業の実績向上 

 ・ 市場化テスト事業において、目標の達成が可能となるよう、納付督励及び免除勧奨に係る要求水準・最低水準の設定の見直しを実施。 
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Ⅲ．厚生年金保険 

 
 

平成２４年度における主な取組 

○ 重点的加入指導など各種取組について、平成２４年度中に平成１８年度の実績を回復することを念頭に、適切な目標を設定する。 
 ・ 厚生年金保険と雇用保険の適用事業所を突合するなどにより、未適用事業所の正確な実態把握に努める。また、法務省における法人登記 
  情報の入手及びそれに基づく加入勧奨事業の実施に向けた準備を進める。 
 ・ 平成２３年度末時点で把握しているすべての未適用事業所に対して、平成２４年度以降、文書・訪問等による加入指導を実施する。 
  その際、特に従業員の多い事業所から優先的に実施し、３年以内に未適用事業所を半減する。 
 ・ 総合調査及び定時決定時調査等の事業所調査については、すべての適用事業所を対象に4年に1回実施することを基本とする。 

１．適用の促進 

 
 

平成２４年度の状況（平成24年7月末現在） 

○職員による重点的加入指導により適用に結び付いた事業所は、1,670事業所であり対前年比約198％である。 

○事業所調査については、284,395事業所であり対前年比約129％である。 

項              目 平成２３年７月末 平成２４年７月末 対前年比 

 適用事業所数 1,745,093  事業所 1,746,235  事業所 1,142  事業所 

 被保険者数 34,810,414  人 35,022,745  人 212,331  人 

 平均標準報酬月額 302,699  円 301,476  円 -1,223  円 

 適用対策 

 ①重点的加入指導 
（来所要請） 487  事業所 330  事業所 -157  事業所 

（訪問） 5,400  事業所 10,744  事業所 5,344  事業所 

 ②適用に結び付いた事業所 844  事業所 1,670  事業所 826  事業所 

 ③認定による加入手続事業所（②の再掲） 62  事業所 22  事業所 -40  事業所 

 適用率 14.3  ％ 15.1  ％ 0.8  ポイント 

 事業所調査 220,958  事業所 284,395  事業所 63,437  事業所 

※適用事業所数・被保険者数・平均標準報酬月額は、平成２３年６月末と平成２４年６月末の状況である。 

※平成23年度末時点で把握している未適用事業所数は、246,165事業所である。 

※適用率は、適用対策の②÷①で算出している。 
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２．徴収対策の推進 

平成２４年度の状況（平成２４年７月末現在） 

○ 機構全体及び年金事務所ごとに平成２４年度行動計画を策定し、口座振替実施率が前年度と同等以上の水準を確保することを目標とする。 
 ・ 口座振替による保険料納付の推進を図るため、適用事業所の新規適用時においては、原則として口座振替を利用するよう事業主に協力を 
  求める。 
 ・ 滞納事業所に対しては、速やかな納付督励を行い、確実な徴収と滞納の長期化の防止を図る。なお、新規滞納事業所に対しては、初期手 
  順に従い、納付督励及び滞納処分を確実に実施する。 
 ・ 滞納事業所から納付困難との申出があった場合は、きめ細かな納付指導を行い、繰り返し納付指導したにもかかわらず納付指導に応じな 
  い事業所に対しては、滞納処分を迅速かつ確実に実施し、保険料の確保に努める。さらに必要に応じ、国税庁に委任する仕組みを積極的に 
  活用する。 

 
 

 

平成２４年度における主な取組 

○ 厚生年金保険の保険料収納率は、９３．７％と１．３％前年度を上回っている。 

○ 厚生年金保険の口座振替実施率は、８７．７％と３．８％前年度を上回っている。 

○ 滞納事業所に対しては、早期の納付指導を行うとともに滞納処分を確実に実施しており、差押事業所数は前年度を上回っている。 

（平成２４年７月末） （単位：％、事業所） 

  
平成２３年度 平成２４年度 

対前年比 
実績 実績 

 保険料収納率（厚生年金保険） ９２．４% ９３．７% １．３％ 

 口座振替実施率（厚生年金保険） ８４．０% ８７．７% ３．７％ 

 滞納事業所数 １８８，２４０ １８５，０４８ －３，１９２ 

 差押事業所数 ５，６１９ ７，２３３ １，６１４ 
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ブロック 年度 徴収決定済額 増減率 収納済歳入額 増減率 不納欠損額 増減率 不納欠損率 収納未済歳入額 増減率
収納率
（本年度）

収納率差

24 231,960,823,972 210,533,410,739 325,323,115 0.14% 21,102,090,118 90.76%
23 228,161,672,035 206,106,642,788 277,896,797 0.12% 21,777,132,450 90.33%

24-23 3,799,151,937 4,426,767,951 47,426,318 1.25% -675,042,332
24 366,440,621,404 332,524,588,073 352,787,819 0.10% 33,563,245,512 90.74%
23 363,816,232,942 270,689,840,733 258,150,152 0.07% 92,868,242,057 74.40%

24-23 2,624,388,462 61,834,747,340 94,637,667 3.61% -59,304,996,545
24 734,071,015,159 689,096,550,076 477,203,115 0.07% 44,497,261,968 93.87%
23 722,412,316,502 669,578,480,532 984,420,263 0.14% 51,849,415,707 92.69%

24-23 11,658,698,657 19,518,069,544 -507,217,148 -4.35% -7,352,153,739
24 3,297,298,142,624 3,127,191,574,383 758,553,125 0.02% 169,348,015,116 94.84%
23 3,192,950,748,179 3,016,195,588,285 635,297,621 0.02% 176,119,862,273 94.46%

24-23 104,347,394,445 110,995,986,098 123,255,504 0.12% -6,771,847,157
24 1,004,827,956,251 947,099,919,242 834,241,631 0.08% 56,893,795,378 94.25%
23 980,974,530,243 917,480,195,976 782,637,833 0.08% 62,711,696,434 93.53%

24-23 23,853,426,008 29,619,723,266 51,603,798 0.22% -5,817,901,056
24 1,306,631,688,469 1,216,038,441,659 894,668,129 0.07% 89,698,578,681 93.07%
23 1,275,320,732,340 1,181,454,131,779 1,441,442,989 0.11% 92,425,157,572 92.64%

24-23 31,310,956,129 34,584,309,880 -546,774,860 -1.75% -2,726,578,891
24 365,151,088,805 333,437,483,799 267,975,812 0.07% 31,445,629,194 91.31%
23 358,228,653,267 325,668,713,995 555,167,052 0.15% 32,004,772,220 90.91%

24-23 6,922,435,538 7,768,769,804 -287,191,240 -4.15% -559,143,026
24 182,018,552,103 169,353,832,540 168,083,690 0.09% 12,496,635,873 93.04%
23 178,014,481,704 164,857,448,525 143,825,841 0.08% 13,013,207,338 92.61%

24-23 4,004,070,399 4,496,384,015 24,257,849 0.61% -516,571,465
24 613,043,618,762 562,058,105,231 568,741,049 0.09% 50,416,772,482 91.68%
23 596,349,116,305 544,641,105,763 498,167,646 0.08% 51,209,842,896 91.33%

24-23 16,694,502,457 17,416,999,468 70,573,403 0.42% -793,070,414
24 8,101,443,507,549 7,587,333,905,742 4,647,577,485 0.06% 509,462,024,322 93.65%
23 7,896,228,483,517 7,296,672,148,376 5,577,006,194 0.07% 593,979,328,947 92.41%

24-23 205,215,024,032 290,661,757,366 -929,428,709 -0.45% -84,517,304,625

-3.10%
0.43%

保 険 料 徴 収 状 況（行動計画比）
＜厚生年金保険料＞

北 海 道 1.67% 2.15% 17.07%

平成２４年７月末現在

（単位：円）

東 北 0.72% 22.84% 36.66% -63.86%
16.34%

北関東・信越 1.61% 2.91% -51.52% -14.18%
1.19%

南 関 東 3.27% 3.68% 19.40% -3.85%
0.38%

中 部 2.43% 3.23% 6.59% -9.28%
0.73%

近 畿 2.46% 2.93% -37.93% -2.95%
0.43%

中 国 1.93% 2.39% -51.73% -1.75%
0.40%

四 国 2.25% 2.73% 16.87% -3.97%
0.43%

九 州 2.80% 3.20% 14.17% -1.55%
0.35%

全 国 2.60% 3.98% -16.67% -14.23%
1.25%
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ブロック 年度 徴収決定済額 増減率 収納済歳入額 増減率 不納欠損額 増減率 不納欠損率 収納未済歳入額 増減率
収納率
（本年度）

収納率差

24 124,376,769,951 112,020,729,980 147,666,768 0.12% 12,208,373,203 90.07%
23 118,787,143,934 106,495,145,230 151,658,361 0.13% 12,140,340,343 89.65%

24-23 5,589,626,017 5,525,584,750 -3,991,593 -0.07% 68,032,860
24 195,532,945,088 175,468,563,602 187,596,742 0.10% 19,876,784,744 89.74%
23 189,253,032,359 137,777,318,980 131,873,712 0.07% 51,343,839,667 72.80%

24-23 6,279,912,729 37,691,244,622 55,723,030 0.89% -31,467,054,923
24 310,652,054,148 284,749,833,957 247,703,058 0.08% 25,654,517,133 91.66%
23 298,641,040,172 269,401,446,300 393,767,065 0.13% 28,845,826,807 90.21%

24-23 12,011,013,976 15,348,387,657 -146,064,007 -1.22% -3,191,309,674
24 556,210,634,670 470,113,617,234 352,330,595 0.06% 85,744,686,841 84.52%
23 527,553,207,725 442,620,388,357 285,609,805 0.05% 84,647,209,563 83.90%

24-23 28,657,426,945 27,493,228,877 66,720,790 0.23% 1,097,477,278
24 407,606,909,434 373,989,991,164 479,757,981 0.12% 33,137,160,289 91.75%
23 390,367,064,656 354,318,899,294 426,702,725 0.11% 35,621,462,637 90.77%

24-23 17,239,844,778 19,671,091,870 53,055,256 0.31% -2,484,302,348
24 506,218,518,571 454,925,524,186 444,317,378 0.09% 50,848,677,007 89.87%
23 481,699,988,831 429,932,817,947 510,053,516 0.11% 51,257,117,368 89.25%

24-23 24,518,529,740 24,992,706,239 -65,736,138 -0.27% -408,440,361
24 192,362,181,710 173,693,556,760 146,780,551 0.08% 18,521,844,399 90.30%
23 184,172,484,483 165,548,056,753 309,649,963 0.17% 18,314,777,767 89.89%

24-23 8,189,697,227 8,145,500,007 -162,869,412 -1.99% 207,066,632
24 100,173,617,606 92,785,690,330 79,254,117 0.08% 7,308,673,159 92.62%
23 95,025,952,670 87,529,198,079 81,716,059 0.09% 7,415,038,532 92.11%

24-23 5,147,664,936 5,256,492,251 -2,461,942 -0.05% -106,365,373
24 331,660,456,689 301,770,819,583 320,425,221 0.10% 29,569,211,885 90.99%
23 313,394,653,653 283,705,257,719 284,642,820 0.09% 29,404,753,114 90.53%

24-23 18,265,803,036 18,065,561,864 35,782,401 0.20% 164,458,771
24 2,724,794,087,867 2,439,518,326,796 2,405,832,411 0.09% 282,869,928,660 89.53%
23 2,598,894,568,483 2,277,328,528,659 2,575,674,026 0.10% 318,990,365,798 87.63%

24-23 125,899,519,384 162,189,798,137 -169,841,615 -0.13% -36,120,437,138

0.56%
0.41%

保 険 料 徴 収 状 況（行動計画比）
＜健康保険料＞

北 海 道 4.71% 5.19% -2.63%

東 北 3.32% 27.36% 42.25% -61.29%
16.94%

北関東・信越 4.02% 5.70% -37.09% -11.06%
1.45%

南 関 東 5.43% 6.21% 23.36% 1.30%
0.62%

中 部 4.42% 5.55% 12.43% -6.97%
0.99%

近 畿 5.09% 5.81% -12.89% -0.80%
0.61%

中 国 4.45% 4.92% -52.60% 1.13%
0.41%

6.37% 12.57% 0.56%
0.46%

四 国 5.42% 6.01% -3.01% -1.43%
0.51%

平成２４年７月末現在

（単位：円）

全 国 4.84% 7.12% -6.59% -11.32%
1.90%

九 州 5.83%
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（単位：件）

ブロック 平成22年度 平成23年度

北海道 735 1,012

東北 1,334 904

北関東・信越 1,623 1,576

南関東 2,229 3,642

中部 1,564 2,599

近畿 2,045 2,990

中国 1,400 1,581

四国 311 481

九州 2,466 3,013

全国 13,707 17,798

差押事業所件数表
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ブロック 平成２２年度 平成２３年度 事務所数
事務所平均額

（平成２２年度）
事務所平均額

（平成２３年度）

北海道 649,318,669 582,163,176 16 40,582,417 36,385,199

東北 757,538,685 757,325,615 30 25,251,290 25,244,187

北関東・信越 924,037,424 1,009,014,311 38 24,316,774 26,553,008

南関東 1,578,769,107 2,324,909,853 51 30,956,257 45,586,468

中部 1,500,358,312 2,054,802,928 44 34,099,053 46,700,067

近畿 2,841,287,415 3,068,174,454 49 57,985,457 62,615,805

中国 954,623,021 868,327,391 26 36,716,270 33,397,207

四国 296,246,409 392,225,648 15 19,749,761 26,148,377

九州 1,193,109,809 1,654,611,893 43 27,746,740 38,479,346

全国 10,695,288,851 12,711,555,269 312 34,279,772 40,742,164

※換価代金等とは、差押債権受入金、交付要求受入金及び売却代金受入金の合計。

換価代金等集計表
（単位：円、件）
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厚生年金保険料等の収納に係る平成24年度行動計画（全体版） 
（抜粋） 

１～２  省略 

 

３．機構全体の目標 

  保険料収入を確実に確保し、保険料収納未済額の減少を図るため、以下に掲げる目標の達成に向けて取組む。 

（１）～（２） 省略 

（３）納期限内収納の確保に努めるとともに、新たな滞納事業所を発生させないため、初期手順に基づく納付督励の徹底を図る
こととし、新規発生した滞納事業所については、滞納を早期に解消する。 

（４）～（６） 省略 

 

４．目標達成のための主要な取組 

（１） 省略 

（２）新規滞納の早期解消の徹底 

  ① 年金事務所は、滞納事業所数や滞納額の増加を抑制するため、新規滞納について、納期限後、督促状送付前及び指定期 

   限前における電話又は文書による納付督励を徹底し、早期の滞納解消を図り、滞納が解消しない場合には、滞納処分を確 

   実に実施する。 

  ② ブロック本部は、取組が遅れている年金事務所に対して速やかに指導する。 

（３）～（７） 省略 

 

５．省略 
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事 
 

業 
 

主 
 

等 

納期限 

納付督励 

督促 

財産調査 

捜索・差押え 

督促指定期限 

納付督励文書 

督促状 

納付督励 来所通知書 

事業所へ臨場 納付督励文書 

  毎月末 
（前月分保険料） 

  15日頃 

  25日頃 

換価等 

差押予告 差押予告通知 

（滞納処分開始） 

分割納付などの相談 

厚生年金保険料等の徴収業務のフロー 
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